
関
税
法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
納
付
受
託
者
の
指
定
の
件 

令
和
四
年
一
月
四
日
財
務
省
告
示
第
一
号 

 

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
告
示
し
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。 

な
お
、
関
税
法
第
九
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
く
納
付
受
託
者
の
指
定
の
件
（
令
和
三
年
財
務
省
告
示
第
百
九
十
五
号
）
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
を
も
っ
て
廃
止
す

る
。 

 

関
税
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
受
託
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。 

一 

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第
一
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
関
税

を
納
付
す
る
場
合 

次
の
表
に
掲
げ
る
者 

名
称 

所
在
地 

指
定
を
し
た
日 

株
式
会
社
エ
フ
レ
ジ 
大
阪
府
大
阪
市
北
区
大
深
町
四
番
二
十
号
グ
ラ
ン

フ
ロ
ン
ト
大
阪
タ
ワ
ー
Ａ 

令
和
四
年
一
月
四
日 

二 

関
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等
に
よ
り
関
税
を
納
付
す
る
場
合 

次
の
表
に
掲
げ

る
者 

名
称 

所
在
地 

指
定
を
し
た
日 

株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー 

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
番
七
号 

令
和
四
年
一
月
四
日 

  
 



○ 経 済 産 業 省 告 示 第 八 十 五 号  
輸 出 貿 易 管 理 令 （ 昭 和 二 十 四 年 政 令 第 三 百 七 十 八 号 ） 別 表 第 五 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 一 年 経 済 産 業 省 告 示 第 二 百

四 号 （ 輸 出 貿 易 管 理 令 別 表 第 五 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 に 規 定 す る 経 済 産 業 大 臣 が 告 示 で 定 め る 無 償 で 輸 出 す べ き も の と し て 無 償 で 輸 入 し た

貨 物 及 び 無 償 で 輸 入 す べ き も の と し て 無 償 で 輸 出 す る 貨 物 の 一 部 を 改 正 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令 和 三 年 四 月 七 日           経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 は 、 こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め

る 。  

改 正 案  現 行  

附 則  

こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 第 一 号 （ 北 朝 鮮 を 仕 向 地 と す る 貨 物 に 限

る 。 ） 及 び 第 二 号 （ 北 朝 鮮 を 仕 向 地 と す る 貨 物 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 令

和 五 年 四 月 十 三 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

附 則  

こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 第 一 号 （ 北 朝 鮮 を 仕 向 地 と す る 貨 物 に 限

る 。 ） 及 び 第 二 号 （ 北 朝 鮮 を 仕 向 地 と す る 貨 物 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 平

成 三 十 三 年 四 月 十 三 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

 

 

  



○ 経 済 産 業 省 告 示 第 八 十 六 号  
輸 入 貿 易 管 理 令 （ 昭 和 二 十 四 年 政 令 第 四 百 十 四 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十 八 年 経 済 産 業 省 告 示 第 三 百 八 号 （ 輸 入 割 当 て を 受

け る べ き 貨 物 の 品 目 、 輸 入 の 承 認 を 受 け る べ き 貨 物 の 原 産 地 又 は 船 積 地 域 そ の 他 貨 物 の 輸 入 に つ い て 必 要 な 事 項 の 公 表 の 一 部 を 改 正 す る 件 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令 和 三 年 四 月 七 日           経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 は 、 こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め

る 。  

改 正 案  現 行  

附 則  

こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 輸 入 割 当 て を 受 け る べ き 貨 物 の 品 目 、 輸

入 の 承 認 を 受 け る べ き 貨 物 の 原 産 地 又 は 船 積 地 域 そ の 他 貨 物 の 輸 入  

附 則  

こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 輸 入 割 当 て を 受 け る べ き 貨 物 の 品 目 、 輸

入 の 承 認 を 受 け る べ き 貨 物 の 原 産 地 又 は 船 積 地 域 そ の 他 貨 物 の 輸 入  

に つ い て 必 要 な 事 項 の 公 表 二 の 表 の  第１の北朝鮮 の 項 の 規 定 は 、 令  に つ い て 必 要 な 事 項 の 公 表 二 の 表 の  第１の北朝鮮 の 項 の 規 定 は 、 平  

和 五 年 四 月 十 三 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  成 三 十 三 年 四 月 十 三 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

 

  



○ 経 済 産 業 省 告 示 第 八 十 七 号  
輸 入 貿 易 管 理 令 （ 昭 和 二 十 四 年 政 令 第 四 百 十 四 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十 八 年 経 済 産 業 省 告 示 第 三 百 九 号 （ 輸 入 貿 易 管 理 令 別 表 第 一 第 一

号 等 に 規 定 す る 経 済 産 業 大 臣 が 告 示 で 定 め る 貨 物 の 一 部 を 改 正 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令 和 三 年 四 月 七 日           経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 は 、 こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る

あ あ 。  

改 正 案  現 行  

附 則  

こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 輸 入 貿 易 管 理 令 別 表 第 一 第 一 号 等 に 規 定

す る 経 済 産 業 大 臣 が 告 示 で 定 め る 貨 物 第 三 号 及 び 第 四 号 （ た だ し 書

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 令 和 五 年 四 月 十 三 日 限 り 、 そ の 効 力

を 失 う 。  

附 則  

こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 輸 入 貿 易 管 理 令 別 表 第 一 第 一 号 等 に 規 定

す る 経 済 産 業 大 臣 が 告 示 で 定 め る 貨 物 第 三 号 及 び 第 四 号 （ た だ し 書

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 平 成 三 十 三 年 四 月 十 三 日 限 り 、 そ の

効 力 を 失 う 。  

 


